
石巻市公告第２号  

入  札  公  告  

 

 制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号。以下「令」という。）第１６７条の６の規定により、下記のとおり公告する。  

平成３１年１月９日  

 

石巻市長 亀 山   紘  

 

記  

１ 制限付き一般競争入札に付する事項 

(1) 業 務 名 石巻市本庁舎及び石巻市防災センター清掃業務 

(2) 業務場所 石巻市本庁舎：石巻市穀町１４番１号  

         石巻市防災センター：石巻市穀町１２番１号 

(3) 業務期間 平成３１年３月１日から平成３４年２月２８日まで 

（※地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３

に基づく長期継続契約） 

(4) 業務内容 石巻市本庁舎及び石巻市防災センターに係る清掃業務（詳

細は別紙石巻市本庁舎清掃業務・石巻市防災センター清掃

業務仕様書のとおり） 

(5) 入札方法 制限付き一般競争入札（入札前資格審査型） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号。以下「契約規則」とい

う。）第３条第２項に定める競争入札参加資格承認簿の「役務提供（清掃・

管理業務）」に登録され、かつ、登録住所が石巻市内の者で、入札日（開札

の日をいう。以下同じ。）において、次に掲げる全ての要件を満たしている

ものであること。 

① 石巻市内に本店、支店、営業所等のいずれかの機能を有する者 

② 業務履行に当たり、業務を監督する清掃業務監督者を配置できること。 

③ その他仕様書で定める要件に該当する者 

 (2) 次に掲げる者は、入札に参加することができない。 

① 入札参加資格審査書類に関して、入札参加資格を有する条件を満たさな

い者 

② 令第１６７条の４の規定に該当する者 

③ 石巻市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成１７年石巻市告示



第１８０号）第２条第１項の規定による指名停止又は同要綱第１２条第１

項から第３項までの規定による指名回避を受けている者 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て 

がなされた者。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、そ   

の者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、当該申立てがな

されていない者とみなす。 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て 

がなされた者。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、そ 

の者に係る再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、当該申立てが

なされていない者とみなす。 

⑥ 申請書類、添付書類等に虚偽の記載をした者 

⑦ 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６

８号）別表各号に規定する要件に該当する者 

⑧ 業務全般に関し、不正又は不誠実な行為の疑いにより、地方公共団体が契  

約するに、不適当な相手方に該当するおそれがある者  

 

３ 入札日程 

手 続 等 期間・期日・期限 場  所  等 

仕 様 書 等 の 

閲 覧 

平成３１年１月 ９日（水）から 

平成３１年１月２８日（月）まで 

閲覧室（本庁舎４階）及

び石巻市ホームページ入

札関連情報内「入札公告」 

仕 様 書 等 に 

対 す る 質 問 の 

受 付 

平成３１年１月 ９日（水）から 

平成３１年１月１８日（金）まで 

総務部管財課 

※別紙質疑応答書により

質問を受け付ける（持参

又はファクシミリにより

提出）。 

回 答 書 の 閲 覧 
平成３１年１月２２日（火）から 

平成３１年１月２８日（月）まで 
閲覧室（本庁舎４階） 

入 札 参 加 申 請 

書 類 提 出 期 限 

平成３１年１月１６日（水） 

午後５時まで 

総務部管財課 

（申請書類の提出は持参

によること。） 

入 札 参 加 資 格 

審 査 結 果 

通 知 日 

平成３１年１月２１日（月） 
(ファクシミリにより通

知) 

入 札 日 

（ 開 札 日 ） 

平成３１年１月３０日（水） 

午後２時 

石巻市穀町１４番１号  

石巻市本庁舎４階  

４０１会議室  



 （注）１ 上記期間にかかわらず、土曜日、日曜日等石巻市の休日を定める条例 

    （平成１７年石巻市条例第２号）第１条第１項に規定する休日は、入札 

参加申請書類及び質疑応答書並びに仕様書等の閲覧を行うことはでき 

ない。 

２ 仕様書等の閲覧、質問の受付等を行うことができる時間は、午前８時 

３０分から午後５時まで（正午から午後０時４５分までを除く。）とす 

る。  

３ 入札公告の開始日から設計図書等に対する質問への回答の閲覧開始 

日までの期間内に、仕様書等の訂正及び追加を行う場合がある。入札 

に参加する者は閲覧図書等で仕様書等の訂正及び追加内容を確認する 

とともに、質問への回答を確認の上、入札書を提出すること。   

 

４ 入札参加申請書類の提出 

入札参加申請者は、前記３に示す入札参加申請書類提出期限・場所等を厳守

し、次に掲げる申請書類を各１部持参により提出して、入札参加資格の確認を受

けなければならない。 

なお、本公告の申請に係る費用は入札参加申請者の負担とし、提出された書類

は返却しない。 

(1) 入札前資格審査用一般競争入札参加申請書（別記様式第１号） 

(2) 日常業務清掃計画書及び定期清掃に関する年間実施計画書（任意様式） 

 (3) 会社概要（会社の業務内容等を説明したパンフレット等の資料） 

 

５ 入札参加資格の審査結果の通知 

入札参加資格の審査結果については、制限付き一般競争入札資格審査結果通

知書（別記様式第２号）により通知する。 

なお、この通知は、ファクシミリにより行う。 

 

６ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は、免除する。 

 

７ 入札の無効 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び申請

書類、添付書類等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行

った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 

また、入札時点で前記２(1)に掲げる要件を満たさない者のした入札及び前記

２(2）に掲げる者のした入札は無効とする。 



なお、金額その他重要事項の記載が不明確な入札（修正可能な筆記用具の使用

等）は、無効とする。 

 

８ 入札の回数 

(1) 初度の入札において落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うものと

し、入札回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせ２回を限度とする。 

(2) 初度の入札で無効となった者は、再度の入札に参加することができない。 

また、再度の入札で無効となった場合も同様とする。 

(3) 再度の入札により落札者が決定しない場合は、令第１６７条の２第１項第

８号の規定による随意契約により契約を締結する。 

 

９ 落札者の決定 

入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする

場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。 

なお、再度の入札を行うことがあるので、開札には原則として、本人又は代理

人が立ち会うものとする。 

(1)  入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 

(2) 郵送及び電報による入札は、認めない。 

(3)  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札

に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

(4)  見積もった契約期間分の総額を入札書に記載すること。 

 

１０ 契約保証金に関する事項 

契約保証金は、免除する。 

 

１１ その他 

（1） 入札に参加する者は、本公告のほか、別紙石巻市本庁舎清掃業務仕様書を 

遵守すること。 

（2） 落札者は、この業務に係る契約を締結した後において、入札が契約規則第   

１３条第４号に該当する行為によるものであったことが明らかになったと

きは、当該契約金額の１００分の２０に相当する額を損害賠償金として支払



わなければならない。 

（3） 本市に生じた実際の損害額が、上記(2)の規定による損害賠償金の額を超

える場合は、その超える額につき、なお請求することを妨げない。また、落

札者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が上記(2)の規定による損

害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 

（4） 受託者が受託業務契約を終了する場合（契約書の規定に基づき業務契約中

に契約が解除された場合も含む。）は、新たに業務を受託する者に円滑に業

務の引継ぎを行うこと。 

（5） 受託者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。   

ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、あらかじ

め委託者に書面による申請を行い、承諾を得なければならない。 

（6） 翌年度以降の本市の歳出予算において、この契約の契約金額が減額又は削  

除があった場合は、この契約を解除することがある。また、本市は、当該契 

約の減額又は削除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 

（7） 詳細又は不明な点については、石巻市総務部管財課管理グループに照会の 

こと。 

（電話 0225-95-1111（内線 4086・4087）、ＦＡＸ0225-22-4995） 

 


